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と
こ
ろ
で
、
今
次
第
十
八
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
（
平
成
十
年
七
月
十
二
日
執
行
）
に
お
い
て
、
政
府
要
人
は
投
票
時
間

中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
動
向
の
大
筋
を
掌
握
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
報
道
機
関
の
行
っ
た
「
出
口
調
査
」

な
る
調
査
情
報
が
、
報
道
の
目
的
以
外
に
意
図
的
に
流
出
し
た
結
果
で
あ
る
。 

「
出
口
調
査
」
な
る
調
査
情
報
を
、
投
票
時
間
中
に
知
り
得
る
と
す
れ
ば
、
得
票
割
合
な
ど
が
推
測
で
き
、
そ
の
時
間
以
後

の
投
票
人
に
対
し
て
票
の
割
り
振
り
な
ど
恣
意
的
な
操
作
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
流
布
が

白
日
の
も
と
に
敢
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
選
挙
の
公
正
性
は
一
挙
に
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。 

公
職
の
選
挙
は
、
公
職
選
挙
法
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
公
正
性
を
保
障
す
る
た
め
厳
格
と
も
い
え
る
諸
条
件
が
付

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
国
民
有
権
者
の
疑
念
を
惹
起
す
る
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
国
政
を
担
う

衆
参
両
議
院
の
選
挙
に
お
い
て
は
強
く
要
請
さ
れ
る
。 

こ
の
度
の
政
府
要
人
の
行
動
は
、
公
正
か
つ
静
謐
な
中
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
職
選
挙
へ
の
冒
涜
で
あ
り
、
我
が

国
の
議
会
制
民
主
主
義
へ
の
侮
辱
で
あ
っ
て
、
看
過
で
き
な
い
。 

ま
た
、
「
出
口
調
査
」
は
、
名
の
と
お
り
投
票
場
出
口
が
地
理
的
要
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
投
票
場
の
管
理
権
な
ら
び
に
投 
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四 

三
の
訪
問
の
際
、
当
日
執
行
さ
れ
た
参
議
院
議
員
選
挙
の
「
出
口
調
査
結
果
」
が
供
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

資
料
の
名
称
は
、
こ
れ
で
正
確
か
。
お
よ
び
、
そ
の
資
料
は
単
一
か
複
数
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

四
の
資
料
の
原
本
作
成
者
は
誰
か
。
ま
た
、
誰
の
手
に
よ
り
複
製
さ
れ
た
も
の
か
。
な
お
、
三
の
記
事
に
よ
れ
ば
「
政
府 

三 

七
月
二
十
六
日
朝
日
新
聞
朝
刊
報
道
に
よ
れ
ば
、
七
月
十
二
日
夕
方
、
前
官
房
長
官
は
竹
下
登
元
首
相
（
以
下
「
元
首 

 

相
」
と
い
う
。
）
邸
を
訪
問
し
た
と
あ
る
が
、
事
実
か
。
ま
た
、
滞
在
時
間
お
よ
び
同
行
・
同
席
の
者
の
氏
名
を
明
ら
か
に 

 
 

さ
れ
た
い
。 

票
の
秘
密
保
護
と
の
関
係
に
お
い
て
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
以
下
、
諸
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 
内
閣
官
房
長
官
は
、
内
閣
の
要
と
し
て
首
相
官
邸
に
あ
っ
て
は
最
た
る
高
官
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
公
人
で
あ
る
。 

二 

平
成
十
年
七
月
十
二
日
（
以
下
、
日
時
は
す
べ
て
平
成
十
年
で
あ
る
。
）
の
村
岡
官
房
長
官
（
以
下
「
前
官
房
長
官
」
と 

 
 

い
う
。
）
の
行
動
日
程
は
、
把
握
・
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
日
正
午
以
降
午
後
八
時
ま
で
の 

 
 

行
動
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

そ
の
日
程
は
逐
一
管
理
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
が
、
土
曜
日
・
日
曜
日
を
含
む
い
わ
ゆ
る
休
日
の
日
程
管
理
は

ど
の
よ
う
な
仕
様
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

九 

投
票
場
の
入
場
は
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
党
首
の
投
票
場
面
な
ど
を
紙
上
で
散
見
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

六 
四
お
よ
び
五
に
い
う
資
料
は
、
前
官
房
長
官
が
元
首
相
邸
を
訪
問
す
る
前
に
、
す
で
に
入
手
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
、

ま
た
、
そ
の
入
手
先
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
資
料
は
現
在
も
保
管
さ
れ
、
求
め
に
応
じ
て
提
示
で
き
る
か
。 

八 

不
在
者
投
票
に
お
い
て
も
「
投
票
場
」
の
概
念
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
七
と
同
様
の
質
問
に
対
し
て
、
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

七 

公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
投
票
場
の
借
用
に
関
し
て
、
借
用
期
間
中
、
投
票
場
の
管
理
権
は
誰
に
属
す
る
の
か
。
そ
の
管
理

権
が
及
ぶ
の
は
、
投
票
箱
が
設
置
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
会
場
の
み
か
、
あ
る
い
は
、
会
場
の
属
す
る
建
物
全
体
か
、
更
に
は
敷

地
に
も
及
ぶ
か
。
な
お
、
そ
の
始
期
お
よ
び
終
期
は
ど
う
な
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十 

投
票
時
間
の
途
中
（
例
え
ば
正
午
の
ニ
ュ
ー
ス
）
に
発
表
さ
れ
る
「
投
票
率
」
は
、
選
挙
人
Ａ
の
、
あ
る
い
は
Ｂ
の
投
票 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
資
料
は
、
官
房
長
官
が
職
務
上
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

当
然
、
記
者
（
カ
メ
ラ
マ
ン
）
の
入
場
が
前
提
と
な
る
が
、
こ
の
入
場
許
可
は
、
如
何
な
る
規
定
に
基
づ
く
も
の
か
、
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

関
係
機
関
や
一
部
報
道
機
関
の
」
と
あ
る
が
、
事
実
か
。
事
実
な
ら
ば
当
該
機
関
の
名
称
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

十
四 

報
道
機
関
の
取
材
は
、
目
的
以
外
に
漏
洩
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
成
立
し
て
い
る
。
三
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
件

か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
出
口
調
査
結
果
」
な
る
資
料
を
投
票
時
間
中
に
入
手
し
、
こ
れ
を
も
っ 

十
三 

い
わ
ゆ
る
「
出
口
調
査
」
は
、
何
人
に
お
い
て
も
許
容
さ
れ
る
所
為
な
の
か
。
民
間
人
（
団
体
）
、
政
府
関
係
者
、
報 

 
 

 

道
関
係
者
の
間
に
差
異
は
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
二 

現
今
の
「
出
口
調
査
」
な
る
所
為
は
、
十
一
の
観
点
か
ら
、
投
票
の
秘
密
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の
か
。
も
し
、

こ
の
所
為
が
是
認
・
保
護
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
如
何
な
る
法
理
に
基
づ
く
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
一 

投
票
の
秘
密
は
、
投
票
さ
れ
な
か
っ
た
被
選
挙
人
の
あ
る
い
は
政
党
の
名
誉
を
守
り
、
ま
た
投
票
さ
れ
た
被
選
挙
人
と

政
党
に
お
い
て
は
後
続
の
選
挙
人
に
無
用
の
牽
制
あ
る
い
は
抑
制
を
働
か
せ
な
い
た
め
に
も
、
投
票
時
間
中
に
あ
っ
て
は
特

別
に
厳
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
選
挙
人
と
い
え
ど
も
、
自
ら
の
投
票
結
果
を
み
だ
り
に
他
者
に
口
外
す
る

こ
と
は
、
投
票
の
秘
密
を
犯
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

行
為
（
投
票
を
し
た
か
、
ま
だ
し
て
い
な
い
か
を
含
め
）
の
調
査
集
積
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
調
査
内
容
を
投
票

時
間
中
に
公
表
す
る
の
は
投
票
の
秘
密
厳
守
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の
か
。
な
お
、
こ
の
中
間
発
表
は
、
誰
の
要
請
に

よ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
公
職
選
挙
法
上
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
行
為
な
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

て
談
じ
た
政
府
要
人
の
行
為
は
、
公
職
選
挙
法
の
精
神
に
違
背
す
る
と
思
わ
れ
る
。
公
職
選
挙
法
を
所
管
す
る
自
治
省
は
こ

の
よ
う
な
行
為
に
関
し
、
調
査
な
い
し
事
情
聴
取
、
ま
た
は
対
応
策
を
検
討
す
る
用
意
は
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 

い
。 

右
質
問
す
る
。 


